
 

 

 

 

 

 

平成 27年 10月 14日 

福島県の葛尾村
かつらおむら

へ移動ＡＴＭ車両を派遣 

－避難指示区域でＡＴＭサービスを提供－ 
 

 

株式会社セブン銀行（以下セブン銀行、東京都千代田区、代表取締役社長 二子石 謙輔）は、

内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援チーム及び福島県双葉郡葛尾村の要請により、

平成 27年 10月から平成 28年３月までの間、葛尾村へ定期的に移動ＡＴＭ車両を派遣することを    

決定しましたので、お知らせします。 

東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域に指定されている葛尾村では、避難 

指示解除に向けて、自宅の修繕・清掃、農地の管理、店舗・事務所の再開準備などを行うための

準備宿泊が始まっています。現在、約 30世帯の村民が準備宿泊の登録をしているほか、約 1,000

名の方々が除染作業をしていますが、まだ村内に利用できるＡＴＭがありません。 

セブン銀行は、移動ＡＴＭ車両を毎月１～２回程度派遣し、葛尾村の復興・再生をサポート  

してまいります。 

 

【葛尾村への移動ＡＴＭ車両の派遣について】 
 

１．派遣先   葛尾村役場  (福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合 16番地) 

 ２．初回の派遣日  平成 27年 10月 15日 

※平成 28年３月まで、毎月１～２回程度の派遣を予定 

  ３．営業時間  10時から 16時まで 

  ４．ご利用可能カード 

 

 

 

 
 

以上 

 

 

・ 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク、JFマリンバンク、 

商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社、信販会社、 

消費者金融会社、事業者金融会社など国内で発行された 590社以上のカード 

・ 海外で発行された VISA（PLUSを含む）、MasterCard（Maestroと Cirrusを含む）、 

中国銀聯、American Express、Diners Club、JCB、Discoverのカード 


